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行 政 視 察 報 告 書

令不日6年 2月 28日

長浜市議会議長 様

長浜市議会議員  伊藤

私が出席 した次の行政視察の結果について報告 します。

記

1,視察等名  行政視察

2.視察期間  令和 6年 2月 20日 (火)～  2月 21日 (水 )

3.視察場所及び目的

①内F各弓府・消防庁

(東京霞が関)

②仙台市一番町スタジオ

③福島県ヌ又葉町

地方自治体における防災・減災の取組みに

ついて意見交f奥

「勉強カフェ」の運営について意見交換

復興の取組みと課題などにあいて意見交換

4.調査内容感想等

・視察の目的

① 「能登半島地震」をふまえた国の市町村への防災・減災紺策の制度や避難

こψつい

つた。_

② 大 人が黒 い り紛 強 で 去 る場 所 を さねノている「勧強カフェIの渾営の

キ ッカケ 糧曽 内容 券細十犀す ルラ霧目白勺イこネ鳳壕髯 行 つ カ

③ 東日本大震災の被災地である福島県双葉町の今日までの復興の取組みと

課題などを把握するため視察を行つた。               ・

長 浜 市 議 会



( N02 )

・視察の内容

■内閣府・消防庁

と い っ

とにおける施策の基本的な当墳を国。地方公共団イ未1指定公共機 関 といつた

斉 の を ら :、 て い の で 公

けれ ば漆 たいハ具イ本的なメ五むキ簾を (各主体の役害Jを 明確化 )さ れ な ら

・全庁的な災善対 体制を確立 し、災害のフェーズに応 た的確な判断。指ヽ

ボを行う必要がある。(1自 らが参加した全庁的な防災訓練の実施・庁全の

耐震化、防災情報システムの整備などを行い、災害時イこ備え万全を期する

・災害時の対点として、琳旋時においては①情報の収集 。ノ万＼新、(2⊃救助・級

生 セ｀

が求めら|れ る。一方、学時からの備えでは、①防災情報システムの整イ指、

魯受援イ本詩‖の整備、③鏃無所の指定・確保、④応援職員の受入体制の整l賄

「

しの

「 の

した の め の

で は

害拡大の一因ともなつたこiと か ら、災害対策基本法の改正により市町村

長による「指定繁魚淳難場誹 1及び 「指定避難所Jの措造掃J度が開始され

て お

た。

④ 個別避難計画

。高齢者や障がセヽ考など自ら群難することが困難な 勤喜支援者ごと

に作成する避難支援のための計画で、令和 3年の改正において災害姑策

基本法に位置付け。_

⑤ 指定避難所の防災機能の強化や、耐震改修を進める必要があるとされた指

定避難所の耐震化

。地方財政措置 (地方債 (充 当率 。交付税措置)、 特別交付税措置)が令和
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7生産送での時限措置。

蒟懲到ヒ土bbO/。、杢付本比養入率70%

・カフェでもなく、図書館でもなく、ただの自wl室でもない勉強場所で、今

までありそうでなかった大人のための勉強場耕として開設。

・利用方法は、「会員になつて使う」(フルタ斗ム14,850円 /月 )か「ビジタ

ー」(1時間,500円、1日 最大 :2,750円 )のいずれか。ライフスタイル

に合わせて「11のプラiン」から選べる仕組み。
と利用時間は、平 日は 18時～23時、土曜 日は 10時～21時、 日曜 日は 10

時～20時、定休 日は月 2回 と年末年始

。双葉町の基礎情報 人口7,140人 世帯数 2,611世帯 面積 51142賊

(単成23年 3月 11日 チ見牲)

。初災時の時系列

3/11  14日寺46ノ刀
＼

15時 30分頃

19H寺 03分

21何寺23分

3/12 5時 44分

7時 30分

14時 00分

15時 36分

。被害状況

人的被害 :死者 178人 双葉町内全域が避難指示区域となり、全町民が

避難生活を余儀なくされる

① 世界にも例のない「複合災害」

最大 16.5mの巨大津波、未だ避難指示解除の見通しが立っていない

区域は町面積の約 85%に も上り、その中には県内中の汚染土壌を受

け入れる中間貯蔵施設も含まれる。

震度 6強

津波により約 3晒浸水

原子力緊急事態宣言発令

第 1原発から半径 3キ ロ圏内の避難および 10キ ロの屋

内避難

半径 10キ ロ圏内の住民に避難指示

町災害対策本部で全町避難を決定

双葉町役場を閉鎖

第 1原発 1号機原子炉建屋爆発
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② 令オH2年 3月 4日 に初めてとなる避難指示解除を実現 (町面積の4%)
③ 吋面績の約 95%が帰還困難区域となっていたが、双葉訳を中ッ心とする特

定復興再生拠′煮区域は約 11%。 令和 4年 8月 30日 に避難指示解除・居

住開始を実施。

④ 復典のスタートに向け(令和 4年 6月 、双葉町復興まちづくり計直 (第

3久)を策定。

令和 4年 8月 30日 、特定復興再生拠点区域の避難指示解除により、

震災から約 11年 5か月ぶりに町内での居住が可能となる

⑤ 復興の取組み (主なもの)

。地元農業者が中心となって、除染後の農地の保全管理の実施→野菜

の試験作付け
。27社の企業立地

・貸事務浙や飲食店舗を備える「産業交流センター」を整備
。双葉駅オご中心に「国家用車に依存しない公共交通による移動が便利で、

⑤ 中問貯誓乾設逹福島其内棟発生ご≧除去土壌等を、県外最終処分するま

での問、長期1果管を行う施設であり、双業菌すと大熊町において苦渋の決

断として設置を受け入れる

・行扱視察の結薬基本許にどIの ように反映させるか

の

―キ

の の一つ して 「 の し

ン どの イス コ ロ ナ

』 ロ ナ 迎 え 内 に わなイれなオょく の

要性を感じました。

裁業町での発災直後の進難では、様々なll｀昔報が錯練する中で現実的な避難に

多くの障害が発生 し、マニユアル どお りの洋難の菌難性を魚じましたぉ

ャ/ヽミ、ヽ

今回の研修を終え、地域の自垂防 関係団体の存在や役割の重要性な

らびに、市民一人ひ とりの防災意識の が必要不可欠であ り、そのための取組

みを痛感いた しま した。
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